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わが国の地方公共団体におけるオンブズマン制度に関する調査研究 

－「地方公共団体における公的オンブズマン制度の実態把握のための調査研究」結果報告－ 

 
（一財）行政管理研究センター 

研究員 西村 好恵 
 
【調査研究の概要】 
 「地方公共団体における公的オンブズマン制度の実態把握のための調査研究」は、全国の地方公共団

体における公的オンブズマンの設置状況の実態を把握し、地方公共団体で導入されている公的オンブズ

マンが対象とする行政分野、行政苦情等の解決・改善のために有する権限等を把握するとともに、特筆

する特徴を有するオンブズマンについては有識者を交えたヒアリング調査を実施することで、総務省の

行政相談と地方公共団体の公的オンブズマンとの連携の可能性を探るための基礎資料を得ることを目的

として、総務省行政評価局行政相談課の委託により一般財団法人行政管理研究センターが平成 27 年度に

実施したものである。 
 
【発表概要】 

１．調査研究の概要 
（１）調査研究の目的 
（２）調査研究の内容 
（３）調査研究の実施方法 
２．地方公共団体における公的オンブズマン制度の現状・動向 
（１）公的オンブズマンの設置状況 
（２）公的オンブズマンの設置経緯 
（３）公的オンブズマンの設置形態・設置根拠 
（４）公的オンブズマンの職務・権限 
（５）特殊オンブズマンから一般オンブズマンへの移行 
（６）公的オンブズマンの廃止状況・理由 
（７）今後設置予定の公的オンブズマンの概要 
３．ヒアリング調査の概要 
 

 なお、本報告は平成 27年度に行政管理研究センターが総務省から委託を受けた調査研究の概要及び調

査結果について、本調査研究の調査担当者である西村が総務省及び行政管理研究センターから承認を受

けて報告するものである。 

 
【発表参考資料】 

図１ 地方公共団体における一般オンブズマンの設置時期一覧 
図２ 地方公共団体における特殊オンブズマンの設置時期一覧（福祉 OM、人権 OM、環境 OM） 
図３ 地方公共団体における特殊オンブズマンの設置時期一覧（情報公開・個人情報保護分野、男女



 

共同参画分野） 
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図１ 地方公共団体における一般オンブズマンの設置時期一覧 

 
※自治体名のマスに色がついている部分は、公的オンブズマンが設置された年である。 
出典：2014 年５月 31 日の日本地方政治学会・日本地域政治学会での総務省東京行政評価事務所長 田名邊賢治氏（当時）の発表「自治体オンブズマンの現状と
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展望」資料から行政管理研究センターが加筆し作成。  
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図２ 地方公共団体における特殊オンブズマンの設置時期一覧（福祉 OM、人権 OM、環境 OM） 

 
※設置根拠（条例、要綱等）にかかわらず最初に設置された年を掲載した。 ※自治体名のマスに色がついている部分は、公的オンブズマンが設置された年である。 
※港区①は「高齢者福祉サービスの苦情解決及び質の向上に関する委員会」、港区②は「障害者サービス苦情解決委員会」を指す。 ※御嵩町①は「福祉オンブズパーソン」、御嵩町②は「環

境オンブズパーソン」を指す。 
出典：2014 年５月 31 日の日本地方政治学会・日本地域政治学会での総務省東京行政評価事務所長 田名邊賢治氏（当時）の発表「自治体オンブズマンの現状と
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展望」資料から行政管理研究センターが加筆し作成。  



 

7 
 

図３ 地方公共団体における特殊オンブズマンの設置時期一覧（情報公開・個人情報保護分野、男女共同参画分野） 

 

※設置根拠（条例、要綱等）にかかわらず最初に設置された年を掲載した。 
※自治体名のマスに色がついている部分は、各制度が設置された年である。 
出典：2014 年５月 31 日の日本地方政治学会・日本地域政治学会での総務省東京行政評価事務所長 田名邊賢治氏（当時）の発表「自治体オンブズマンの現状と展
望」資料から行政管理研究センターが加筆し作成。 

 


